
 

（注）住宅用地の据置特例は、平成 25年度までの経過措置が講じられたうえで、平成 26年度から廃止されました。 

商業地等の宅地               小規模住宅用地 
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特例（1/6） 

本来の課税標準額Ｂ

上記 2の額がＢ×20％を下

回る場合は、Ｂ×20％ 

Ａ＝前年度課税標準額 

＋価格×5％ 

負担水準（％） 

固
定
資
産
税
価
格
（
評
価
額
） 

（
地
価
公
示
価
格
等×

７
割
） 


